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解 説

A

　これまで、協同組織金融機関たる金庫や信組の商人性が争われた事案に
関する最高裁判決としては、信組の貸金債権の消滅時効期間に関するもの
（最判昭和 48・10・５金判 392 号 11 頁、以下「昭和 48年判決」という）
および金庫の商事留置権の成否に関するもの（最判昭和 63・10・18 民
集 42 巻８号 575 頁、以下「昭和 63 年判決」という）の２つがあり、い
ずれも「商法上の商人には当たらないとするのが相当である」と判断して
います。
　また、比較的最近になって、最高裁は信組の商人性を否定し、その預金
払戻債務の履行遅滞に伴う遅延損害金につき、民事法定利率である年５分
を適用すべきであると判断しました（最判平成 18・６・23 金判 1252 号
16 頁、以下「平成 18 年判決」という。この判決を簡潔に紹介するもの
として、平野英則「協同組織金融機関の非商人性と遅延損害金の法定利率」
銀法 664 号１頁）。

　金庫は商法上の商人に該当しません。したがって、金庫
は非商人性を前提として取引をする必要があります。具体

的な留意点としては、平成 29 年の民法改正前は、貸金債権の消滅
時効管理、商事留置権の成否および損害賠償請求における遅延損害
金の法定利率などがありました。しかし、平成 29 年の民法改正に
伴い、商事法定利率に関する改正前商法 514 条の規定、および商
事消滅時効に関する改正前商法 522 条が削除されたため、現在の
主な留意点は、商法 521 条の商事留置権の成否です。

Q１
金庫の非商人性

　金庫は商法上の商人に該当しますか。また、商人に該当しないと
した場合、金庫はどのような点に留意して取引すべきですか。



3

1

金
庫
の
性
格

　上記最高裁判決のうち、昭和 63年判決のみが金庫に関するものであり、
昭和 48 年および平成 18 年の両判決は信組に関するものですが、金庫お
よび信組はともに協同組織金融機関とされており（通説。上柳 19 頁）、
信組に関する最高裁判決も金庫の実務を考えるうえで参考になります。
　これらの一連の最高裁判決は、協同組織金融機関の非商人性を認定して
おり、平成 29 年の民法改正前は、金庫業界全般の金融実務、特に、貸金
債権消滅時効の管理、有価証券担保権取得の要否に関する判断および法定
利率の計算等の実務に影響を及ぼしていましたが（平野・前掲１頁）、現
在では、そのうち、主に民法改正後も削除されずに残っている商法 521
条の商事留置権の成否に関する判決が、実務上、重要な判決となりました。

（平野英則）
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　昭和 48 年判決は、信組の商人性は否定したものの、借入人の商人性を
通じて貸付取引の商行為性を認定することにより、改正前商法 522 条の
商事消滅時効期間の５年間を適用したものであり、平成 29 年の民法改正
前は、協同組織金融機関の債権（消滅時効）管理上非常に重要な判決でした。
　平成 29 年の民法改正前に、協同組織金融機関の債権に商事消滅時効が

解 説

　協同組織金融機関たる金庫は非商人ですが、平成 29 年
の民法改正前は、その貸金債権は常に民事債権として 10

年の消滅時効期間（改正前民法 167 条１項）が適用されるわけで
はなく、顧客の商人性および金庫と顧客との取引の商行為性により、
民事消滅時効期間の 10 年が適用される場合と商事消滅時効期間の
５年間（改正前商法 522 条１項本文）が適用される場合がありま
した。
　したがって、平成 29 年の民法改正前は、顧客の商人性および金
庫と顧客との取引の商行為性を見極めたうえで、貸付債権の消滅時
効管理をする必要がありましたが、平成 29 年の民法改正により、
商事債権の消滅時効に関する改正前商法 522 条が削除され、民事
債権および商事債権の両者に改正民法 166 条が適用されることと
なったため、債権者である金庫は、貸付債権を行使することができ
ることを知った時から５年間（同条 1項）、または、貸付債権を行
使できる時から 10 年間で消滅時効が完成するものとして時効管理
をすることが必要となりました（同条２項）。

A

　金庫は、その非商人性との関係で、貸金債権の消滅時効の管理に
際し、どのような点に留意すべきですか。

金庫の非商人性と貸金債権の消滅時効の管理

Q２
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適用されていたのは、協同組織金融機関または顧客の双方またはいずれか
一方にとって商行為となる場合でした。
⑴　顧客が商人である場合
　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関は非商人ですが、顧客が
商行為をすることを業とする商人である場合には（商法４条１項）、その
間の取引（商行為）から生じる債務には商事消滅時効が適用されていまし
た（改正前商法 522 条）。
⑵ 　協同組織金融機関の行為および／または顧客の行為が商行為である
場合

　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関の行為および顧客の行為
の双方が商行為である場合はもちろんのこと、協同組織金融機関の行為ま
たは顧客の行為のいずれか一方が商行為である場合にも（注）、その間の
取引（商行為）から生じる債務には、商事消滅時効が適用されていました
（改正前商法 522 条）。
　また、平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関と顧客の商人性お
よび商行為性の観点から２段階的に検討し、下記のマトリックスのように、
その債務（権）に商行為性がない場合にのみ民事消滅時効が適用され、そ
れ以外の場合はすべて商事消滅時効が適用されていました。

（○：あり、×：なし）
商人性／商行為性 協同組織金融機関 顧客 債務の商行為性 消滅時効

商人性
× 〇 〇 商事（５年）
× × × 民事（10年）

商行為性

〇 〇 〇 商事（５年）
〇 × 〇 商事（５年）
× 〇 〇 商事（５年）
× × × 民事（10年）

　したがって、平成 29 年の民法改正前は、顧客（借入人）の商人性と取
引の商行為性を分析したうえで、その取引から発生した債権に適用される
消滅時効が商事・民事のいずれであるかを見極めて、時効期間の管理をす
ることが肝要でした（同旨、平野・銀法 664 号１頁（Ｑ１））。
　しかしながら、平成 29 年の民法改正に際し、たとえば、商人である銀
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行の貸付債権には商事消滅時効である５年（改正前商法 522 条）が適用
され、商人でない信用金庫の貸付債権には民法の消滅時効である 10年（改
正前民法 167 条１項）が適用されるなど、いずれの時効期間が適用され
るのか判断が容易でない事案が少なくなく、Ｑ１に掲げた最高裁判決の事
案のように、この点が争われることも多かったことから、商事債権の消滅
時効に関する改正前商法 522 条は削除されました（筒井＝松井『一問一答』
54頁）。
　平成 29 年の民法改正により、民事債権および商事債権の両者に改正民
法 166 条が適用されることとなったため、債権者である金庫は、貸付債
権を行使することができることを知った時から５年間（同条１項）、または、
貸付債権を行使できる時から 10 年間で消滅時効が完成するものとして時
効管理をすることが必要となりました（同条２項）。
　したがって、債権者である金庫は、主観的に貸付債権を行使することが
できることを知った時から５年間（同条１項）、または、客観的に貸付債
権を行使できる時から 10 年間で消滅時効が完成するものとして、時効管
理をすることが必要です（同条２項）。
　なお、実務的には、債権者である金庫は、貸付債権を行使することがで
きることを知っているのが通常ですから、上記改正前のマトリックスのす
べての場合において、主観的起算点から５年で時効消滅するという前提で
時効期間の管理をするのが堅実な手法といえます（主観的起算点および客
観的起算点については、筒井＝松井・前掲 55頁～ 56 頁参照）。

（注） 　通説・判例は、本条にいう商行為により生じた債権とは、債権者または
債務者の一方のために商行為となる行為により発生すれば足りるとしてい
ます。判例として、大審院明治 44 年３月 24 日判決（民録 17 輯 159 頁）
があります。

（平野英則）
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　昭和 63年判決（Q１参照）は、金庫の商事留置権の成否が争われた事
案において、金庫の商人性を否定することにより、商人間で双方のために
商行為である場合に適用される商事留置権（商法 521 条）の成立を否定
したものです。
　この判決を前提に、金庫の商事留置権の成否を表すと、下記の表のよう
になります。

（○：あり、×：なし）
商人性 協同組織金融機関 取引先 商事留置権

商人性
× 〇 不成立

× × 不成立

　したがって、金庫は、平成 29 年の民法改正後も、従来と同様に商事留
置権の成立を前提としない融資実務対応が必要であり、取引先の信用状態
に応じ、必要があれば、取立手形を担保として徴求することが肝要です（同
旨、平野・前掲銀法 664 号１頁 ( Ｑ１））。

（平野英則）

解 説

A 　商事留置権は、商行為の当事者双方が商人であることを
要件としていますので（商法 521 条）、協同組織金融機関

たる金庫の商人性が否定される以上、金庫が商事留置権を取得する
ことはありません。

　金庫は、その非商人性との関係で、取立を委任された手形につい
て、商事留置権が成立するのですか。

金庫の非商人性と商事留置権

Q３
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　平成 18年判決（Q１参照）は、信組および顧客の商人性を否定したう
えで、預金取引の商行為性も否定し、預金払戻債務の履行遅滞による遅延
損害金につき、改正前民法 404 条に従い民事法定利率である年５分を適
用すべきであると判断したものです。
　平成 29年の民法改正前は、改正前商法 514 条により、協同組織金融機
関の債務に商事法定利率が適用される局面は、協同組織金融機関または顧
客のいずれか一方にとって商行為となる場合であり、具体的には、次の場
合でした。
⑴　顧客が商人である場合

　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関は非商人ですが、顧客が
商行為をすることを業とする商人である場合には（商法４条１項）、その

解 説

A 　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関たる金庫
は非商人ですが、金庫が負担する金銭債務についての遅延

損害金の法定利率は、顧客の商人性の有無および金庫と顧客との取
引の商行為性の有無により、民事法定利率である年５分（改正前民
法 404 条）と商事法定利率である年６分（改正前商法 514 条）の
いずれが適用されるかが決まっていました。
　しかし、平成 29 年の民法改正により、商事法定利率に関する改
正前商法 514 条が削除されたため、改正民法 404 条 1 項の原則に
従い、法定利率は、民事債権または商事債権を問わず、一律に年３％
（同条 1項）が適用されることとなりました。

　金庫の非商人性との関係で、金庫が負担する金銭債務についての
遅延損害金の法定利率は、どのように決定されるのですか。

金庫の非商人性と遅延損害金の法定利率

Q４
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間の取引（商行為）から生じる債務の法定利息には、商事法定利率が適用
されていました（改正前商法 514 条）。
⑵ 　協同組織金融機関の行為および／または顧客の行為が商行為である
場合

　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関の行為および顧客の行為
の双方が商行為である場合はもちろんのこと、協同組織金融機関の行為ま
たは顧客の行為のいずれか一方が商行為である場合にも（注）、その間の
取引（商行為）から生じる債務の法定利息には、商事法定利率が適用され
ていました（改正前商法 514 条）
　平成 29 年の民法改正前は、協同組織金融機関と顧客の商人性および商
行為性の観点から２段階的に検討すると、下記のマトリックスのように、
その債務（権）に商行為性がない場合にのみ民事法定利率が適用され、そ
れ以外の場合はすべて商事法定利率が適用されていました。

（○：あり、×：なし）
商人性／商行為性 協同組織金融機関 顧客 債務の商行為性 法定利率

商人性
× 〇 〇 商事（６％）
× × × 民事（５％）

商行為性

〇 〇 〇 商事（６％）
〇 × 〇 商事（６％）
× 〇 〇 商事（６％）
× × × 民事（５％）

　したがって、平成 29 年の民法改正前は、金庫は、顧客の商人性と取引
の商行為性を分析し、自金庫の遅延利息に適用される法定利率が商事・民
事のいずれであるかを見極めたうえで対応することが肝要でした（同旨、
平野・前掲銀法 664 号１頁（Ｑ１））。
　しかし、平成 29年の民法改正に際し、改正前民法 404 条が定める民事
法定利率の年５％は、昨今では市中金利を大きく上回る状態が続いている
ため、改正民法 404 条２項を新設し、年３％に引き下げました（筒井＝
松井『一問一答』78頁）。
　また、商人はより有利に資金を運用できるはずであるという前提で、改
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正前商法 514 条は、改正前民法 404 条が定める民事法定利率の年５％よ
りも、１％高い年６％の商事法定利率を定めていましたが、改正民法 404
条３項～５項において法定利率について後述の「緩やかな変動制」を採用
したことから、合理性に乏しいものとして、削除されました（筒井＝松井・
前掲 82頁）。
　その結果、平成 29 年の民法改正により、法定利率は、民事債権または
商事債権を問わず、一律に年３％となったため（同条２項）、改正前の上
記マトリックスのすべての場合に、金庫は３％が適用されることを前提に、
実務処理をする必要があります。
　さらに、改正民法 404 条は、法定利率について「緩やかな変動制」を
採用し、金利の一般的動向を示す数値を指標とし、その数値が大きく変動
した場合に、法定利率をその変動に合わせて緩やかに上下させる旨を定め
ています（同条３項～５項、附則 15条。詳細は、筒井＝松井 81頁～ 82
頁を参照）。
　したがって、金庫は、法定利率の適用に際しては、変動の有無に留意す
る必要があります。
　なお、いったん適用された法定利率は、その後に法定利率に変動が生じ
ても変動しませんので、注意を要します（改正民法 404 条１項・419 条
１項。筒井＝松井・前掲 86頁参照）。
（注） 　通説・判例は、債務が債権者または債務者の一方のために商行為となる

行為により発生すれば足りるとしています。判例として、最高裁昭和 30年
９月８日判決（民集９巻 10号 1222 頁）があります。 （平野英則）
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